
大宮熱田神社（松本市）

　安曇野地方開拓の大昔に、梓川の水の恩恵
を授かる里々の守護神として、元々は梓水大
神（あづさみづのおおかみ）を祭神に創建さ
れた古いお社が大宮熱田神社です。最初は現
在の場所よりも山の上の方にありましたが、
祭事や参詣者に便が良い場所に遷座しました。
清浄な地を選んで神殿を造り、更に名古屋の
熱田神宮からお迎えした熱田大神（あつたお
おかみ）、近郊に奉られていた天照大神（あま
てらすおおかみ）と梓川八幡宮の八幡大神（や
はたのおおかみ）を合せて祀ったのが現在の神
社です。（関連記事３頁）（浅川琢夫編集委員）
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　11月13日(木)、本年度の納税表彰式が松本商工
会館にて行われました。当会関係者では神澤会長
の国税庁長官納税表彰、塚田副会長の国税局長納
税表彰の披露と共に、次の皆様が税務署長納税表
彰を受彰されました。また、14日には松本合同庁
舎にて遠山全一氏（副会長・豊科部会長）への県
知事感謝状の伝達式が行われました。誠におめで
とうございます。

◎国税庁長官納税表彰

　神澤　陸雄　氏（会長）
◎国税局長納税表彰

　塚田　哲夫　氏（副会長）
◎税務署長納税表彰

　井伊　　剛　氏（監事）
　小林　政美　氏（理事・寿部会長）
　宮本　　潔　氏（監事）
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　11月12日(水)、松本間税会との共催で、松本税
務署長の北沢孝文氏を講師にお迎えし、「税の役

割と税務署の仕事」とい
うテーマで松本税務署長
講演会を開催しました。
　税金についての基本的
な考え方から、国の財政
状況、そして税務署の役
割などを丁寧に説明して
いただきました。また、
途中長野県内をはしる国
道152号線の沿線を中心

に史跡や景勝地についてなど大変興味深いお話を
していただきました。
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　　『人生は�明るく楽しく元気よく�
　　　～のど自慢15万人との出会い～』

（関東信越税理士会松本支部･松本法人会共催）
　
　１１月14日(金)、講師にNHKのど自慢の元司会者
としておなじみの宮川泰夫氏をお招きし本年度の
時局講演会が
開催され、会
場となった松
本東急インに
は満員の参加
者が詰めかけ
ました。
　宮川さんは
国民的人気番組として現在も大変な人気番組であ
る「NHKのど自慢」の司会を12年間務め、日本全
国600か所、さらには地球の裏側ブラジルなど海外
も訪れ15万人もの人々と出会ったそうです。毎週
放送される生放送番組制作の舞台裏など私たちが
普段知ることのできないお話や、地域の身近な人
々との出会いの中でこそ得られる本当の幸せにつ
いてユーモアを交えながらわかりやすくお話しい
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　11月11日から17日にかけて全国で行われた「税を考える週間」期間中、当会でも様々な取組が

行われました。

前列左から　宮本監事、小林理事、北沢署長、
　　　　　　神澤会長、井伊監事
後列左から　松岡副署長、藤澤副会長、塚田副会長、
　　　　　　小林副署長

講師の北沢松本税務署長

講師の宮川さん
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ただきました。
　貴重なお話をしていただいた宮川さん、ご参加
いただいた大勢の皆様ありがとうございました。
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　税を考える週間期間中の１１月16日(日)にテレビ
松本ケーブルビジョンにて放送された、「国税の
窓」特別番組“第１１回クイズ税金百科”の収録が、当
会を含めた松本税務署管内納税関係団体参加の元、
10月25日(土)に松本市立丸の内中学校にて実施さ
れ、当会からも藤澤副会長はじめ役員の方々にご
参加いただきました。
　番組は中学生参加の学校対抗クイズ大会で、今

大会には５校・７チームが参加し熱戦を繰り広げ
ました。大変難しい問題も出題される中、当会の
応援した鎌田中学校Ｂチームは出場４位という結
果になりました。

鎌田中学校Ｂチームと当会応援団
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　梓川のりんご園を通り過ぎ、深い森の中にある
神社の御本殿は、壮大で華やかな拝殿
より、かなり奥の木造の塀に囲まれた
中にひっそりと構えていました。室町
時代（約四百五十年前）の建築であり、
旧国宝に指定され、現在は重要文化財
として保護されています。地方の宮大
工による珍しい手法を用いた地方色豊
かな建物は、全体としては質素な均斉
のとれた形ですが、特に屋根の流れが
優美な建築物であり、独特の味わいが
感じられます。
　江戸時代には、代々の松本藩主の崇
敬が厚く、度重なる御祈祷が行われ、

№200 �����������
神社の領有地を始め、神額（本殿正面・鳥居など
に掲げてある木製の額）や各種の金品の奉納があ
り、境内の整備や神殿の修復のためしばしば重職

が派遣されたと伝えられています。
　毎年の例大祭は四月二十八日（宵祭）
と二十九日（本祭）に行われ、伝統の
獅子舞が奉納され、古くより祭典や各
種の御祈祷などに国家安康、家内安全
を祈る悪魔祓いの舞として奉仕されて
来ました。
　鳥居の横には御神木として 樅 の大樹

��

が寄り添う様に立っており、長野県天
然記念物で県下一の 樅 の巨木として、

��

樹姿端正、樹勢旺盛な姿を見せてくれ
ます。樹齢は推定七百年との事で必見
です。　　　　　（浅川琢夫編集委員）

� �����������������������������������

長い歴史を感じさせる数々の巨木
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通勤手当の非課税限度額の
引上げについて　　　　　

�：通勤手当の非課税限度額が引き上げられたと
のことですが、詳しく教えてください。
�：この改正は、平成26年10月20日に施行され、
�������	
��に支払われるべき通勤手
当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額と
して追加支給するものを除きます。）について適
用されます。

１　改正後の非課税限度額
　改正後の１か月当たりの非課税限度額は、次の
とおりです。（下表）

２　改正後の非課税規定の適用
　改正後の所得税法施行令第20条の２の規定（以
下「非課税規定」といいます。）は、平成26年４月
１日以後に支払われるべき通勤手当について適用
されます。
　なお、次に掲げる通勤手当については、改正後
の非課税規定は適用されません。　
�平成26年３月31日以前に支払われた通勤手当
�平成26年３月31日以前に支払われるべき通勤手
当で４月１日以後に支払われるもの

��又は�の通勤手当の差額として追加支給され

〔会社の税務 よろず相談室�〕

課 税 さ れ な い 金 額
区　　　　　　　　　　分

改　　　正　　　前���������
�������	
�����

同　　　　　　左１か月当たりの合理的な運賃等の額
　　　（最高限度　100,000円）

①　交通機関又は有料道路を利用している
人に支給する通勤手当

24,500円　　　

31,600円　　　
通勤距離が片道55キロ
メートル以上である場
合

②　自動車や自転
車などの交通用
具を使用してい
る人に支給する
通勤手当 28,000円　　　

通勤距離が片道45キロ
メートル以上55キロメ
ートル未満である場合

20,900円　　　24,400円　　　
通勤距離が片道35キロ
メートル以上45キロメ
ートル未満である場合

16,100円　　　18,700円　　　
通勤距離が片道25キロ
メートル以上35キロメ
ートル未満である場合

11,300円　　　12,900円　　　
通勤距離が片道15キロ
メートル以上25キロメ
ートル未満である場合

6,500円　　　7,100円　　　
通勤距離が片道10キロ
メートル以上15キロメ
ートル未満である場合

4,100円　　　4,200円　　　
通勤距離が片道２キロ
メートル以上10キロメ
ートル未満である場合

同　　　　　　左（全額課税）　　
通勤距離が片道２キロ
メートル未満である場
合

同　　　　　　左１か月当たりの合理的な運賃等の額
　　　（最高限度　100,000円）

③　交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券

同　　　　　　左
１か月当たりの合理的な運賃等の額
と②の金額との合計額
　　　（最高限度　100,000円）

④　交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に支給する通
勤手当や通勤用定期乗車券
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　塩尻部会では今年度も視察研修旅行を実施致
します。昨年度が旅行直前の大雪により中止と
なりましたので、昨年度とほぼ同じ内容として
おります。皆様お誘い合わせの上、是非ご参加
下さい。
【概要】

　期　日　：平成27年２月22日（日）～23日（月）
　旅行先　：東京　〈１日目〉ホテルインターコン
チネンタル東京ベイ（シェフズライブキッ
チンのランチバイキング）、四季劇場〔春〕
（「ライオンキング」Ｓ席での鑑賞）、ちゃ
んこ巴潟（夕食）

　　〈２日目〉東京証券取引所、築地場外市場
（自由昼食・買物）、東京スカイツリー

　宿泊先　：第一ホテル両国（ツイン）
　定　員　：20名（先着順で定員になり次第締め

切らせていただきます。）
　対　象　：塩尻部会の会員及び会員事業所の従

業員等
　締　切　：１月中旬の予定
※参加費は30,000円以内を予定しています。
　資料（ご案内チラシ兼申込書）のご請求や参
加ご希望の方はお早めに塩尻部会事務局へご連
絡下さい。詳細確定及びご案内チラシ作成次第
ご送付させていただきます。（12月中旬までに
送付予定。）
　＜事務局：加納　TEL:0263-52-0258
　　FAX0263-51-1388（塩尻商工会議所内）＞

るもの

３　課税済みの通勤手当についての精算
�既に支払われた通勤手当については、改正前の
非課税規定を適用したところで所得税及び復興
特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改
正後の非課税規定を適用した場合に過納となる
税額は、本年の年末調整の際に精算することに
なります。
（注）１　既に支払われた通勤手当が改正前の非

課税限度額以下である人については、こ
の精算の手続は不要です。

　　２　年の中途に退職した人など本年の年末
調整の際に精算する機会のない人につい
ては、確定申告により精算することにな
ります。

�年末調整の際における精算の具体的な手続は、
次のように行います。
イ　既に改正前の非課税規定を適用したとこ
ろで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
をした（課税された）通勤手当のうち、改
正後の非課税規定によって新たに非課税と
なった部分の金額を計算します。
ロ　「平成26年分給与所得・退職所得に対する
源泉徴収簿」（以下「源泉徴収簿」といいま
す。）の「年末調整」欄の余白に「非課税と

なる通勤手当」と表示して、イの計算根拠
及び今回の改正により新たに非課税となっ
た部分の金額を記入します。

ハ　また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の
「給料・手当等①」欄には、「給料・手当
等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金
額からロの新たに非課税となった部分の金
額を差し引いた後の金額を記入します。

ニ　以上により、改正後の非課税規定によっ
て新たに非課税となった部分の金額が、本
年の給与総額から一括して差し引かれ、そ
の差引後の給与の総額を基にして年末調整
を行います。

４　給与所得の源泉徴収票の記入
　給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、
非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金
額を記入します。
（注）年の中途に退職した人などに対し、既に給
与所得の源泉徴収票を交付している場合には、
「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」
欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴
収票を作成し、再度交付します。

　（税制委員会：小林秀子、赤羽勝巳、甕秀行
グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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１・はじめに

　所得拡大促進税制とは、簡単に言えば、法人が
給与等（給与及び賞与）を増加させた場合には、
その増加額に対して10％の税額控除（法人税額の
10％又は20％が限度）をすることができるという
制度です。
　この制度について簡単な具体例を用いて説明い
たします。イメージをつかんで頂ける程度のもの
と致しますのでご了解下さい。

２・準備いただく書類

　平成24年度から３年分の賃金台帳。今回のレポ
ートは次に掲げる『資料：３期分給与等支払表』

を例に解説させていただきます。

３・具体的な計算

　この制度の適用を受けるには次の３つの要件の
すべてを満たす必要があります。（３月決算法人
で来年平成27年３月期を想定しています）
�要件１　平成25年３月期と平成27年３月期の給
与等を比較し、２％以上増加していること。こ
の時役員、使用人兼務役員、役員の親族等は除
きます。従って、

　①25年３月期は、Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＝16,000千円
　②27年３月期は、Ｄ＋Ｅ＋Ｇ＝18,500千円
　　　　②　－　①　
　　　　　　　　　　＝15.6％≧2％
　　　　　　①
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資料：３期分給与等支払表
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　よって、要件１は満たします。（26年度は５％
ですが、来年３月期からは２％になります。単
純計算で２年間で２％以上増加していれば要件
を満たすことになります）
�要件２　平成26年３月期と平成27年３月期の給
与等を比較し、27年３月期の方が多いこと。従
って、

　①26年３月期は、Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＝16,480千円
　②27年３月期は、Ｄ＋Ｅ＋Ｇ＝18,500千円
　　　②≧①　
　よって、要件２も満たします。
�要件３　平成26年３月期と平成27年３月期の平
均給与等（１ヶ月当たり１人分平均給与等）を
比較し、27年３月期の方が多いこと。この時、
Ｅのような雇用保険の一般被保険者でない者分
（Ｅ以外は一般被保険者としています）、前期退
職者分（前期に給与等があり当期に給与等がな
い者・Ｆが該当します）、当期入社者分（前期に
給与等がなく当期に給与等がある者・具体例で
は該当者はいません）に対する給与等は除きま
す。また、人数は延人数になります。従って、
　①26年３月期

　　　　Ｄ　＋　Ｇ　＝　11,680千円　
　　　　　　　　　　　　　　　＝432,592円
　　　　　27人　　　　27
　②27年３月期
　　　　Ｄ　＋　Ｇ　＝　17,000千円　
　　　　　　　　　　　　　　　＝472,222円
　　　　　36人　　　　　36人
　　　　　　　②≧①
　よって、要件３も満たします。
�税額控除額
　３つの要件のすべてを満たすので、税額控除
が受けられます。この３要件の判定は難しいで
すが、控除額の計算は比較的簡単です。具体的
には、
（27年３月期給与等－25年３月期給与等・要件１
の給与等）×10％　従って、
（18,500千円－16,000千円）×10％＝25万円、ただ
し、法人税額の10％又は20％が限度となります。
　この制度は、資料の準備は大変かも知れませ
んが、比較的適用
を受けやすいもの
だと思いますので、
検討してみて下さ
い。

石田会計事務所
������������������	�
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　今年の春、借りた８億円の使い道に「かなり
大きめの熊手を買った」と釈明。結果、党の代
表の座から降ろされた政治家がいたのはご記憶
の方もいるだろう。ワイドショーなどでは「ど
れほど大きいのだ！」とからかわれていたが、
熊手を買ったのは酉の市でのこと。
　酉の市は11月の“酉の日”に行われる鷲（お
おとり）神社の祭礼で、この神社の本社は大阪
府堺市の大鳥神社とされているが、にぎわうの
はやはり浅草の鷲神社など関東方面の神社での
ほうだ。境内には、おかめの面や大判・小判で
飾り付けた熊手を売る屋台が並ぶ。
　片手に乗る小さなものから、大人の男性が担
ぎ上げるのに苦労するほど大きなものまである
熊手。これを買うと年々大きくしていかなけれ

ばならないといわれる。富や名声をかき集める
縁起物ならではの仕来たりなのだろう。
　熊手で身を滅ぼした人がいるかと思えば、熊
手が身を助けた例もある。
　源平最後の戦いの壇ノ浦で、平清盛を父とす
る平徳子（建礼門院）は、我が子、安徳天皇に
続いて自らも水に飛び込むが、源氏の者に熊手
で絡み取られ船に引き
上げられたのだった。
この武将の名前が渡辺
昵（むつる）という。
　おや？　８億円で熊
手を買った政治家の名
前は伏せたけど、偶然
というのは恐ろしい…。

�������	
�����
フリーランスライター　藤木　順平　
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　アズサイエンス株式会社
は、松本市の南、塩尻北インター近くに本社を
置く、昭和49年に設立された会社です。同社は、
関東甲信越、名古屋、東北さらにはアジア地域
に営業展開し、医療機関、大学、企業などを対
象に医療機器、科学機器、医薬品や試薬の販売
を中心とした事業を展開されています。
　今回ご登場いただく中野志保さんは入社３年
目。管理本部情報システム部で社内の基幹シス
テムである、お客様情報と製品情報の更新・管
理を担当しています。特にお客さまの目にふれ
る製品情報は日進月歩で変わることから、細心
の注意を払っているとのことでした。上司の方
からも「社内においてもしっかりコミュニケー
ションが取れていて、安心して仕事を任せてい
る」とのお話しをいただきました。
　中野さんのご趣味は、中学時代から始めたバ
レーボールだそうで、現在は地域の愛好家サー
クルに所属しソフトバレーに熱心に取り組まれ
ています。練習には土日だけでなく平日も仕事
帰りに参加されているとのことでした。
　　　　　　　　　　　（浅川琢夫編集委員）

��������

アズサイエンス㈱
　松本市村井町西

　株式会社ＢＵＮは、中町
通りの「食い飲み屋ＢＵ
Ｎ」、および系列店の「や

きとん　ぶんちゃん」「ラーメン　ぶん」を経営してい
る会社です。荒崎宏文さんは県内飲食店で修行された
後1998年に「ＢＵＮ」を開店、その後独立、2001年に
法人化し代表取締役として現在に至っています。
　荒崎社長が先頭に立って考案される創作メニューが
好評で、現在は安曇野放牧豚を１頭まるごと買い取り、
頭からしっぽまで使用したさまざまなメニューが大好
評。特に好評だった醤油豚骨ラーメンは、今年の「ラ
ーメン　ぶん」開店のきっかけにもなりました。社長
でありながら材料の買い出しから系列店まわり、メニ
ューを考え厨房にも立ち接客もするという激務をこな
していますが、ものを作り、お客様の反応がすぐにわ
かるこの仕事が好きで、あくまで「自分らしく」生き
るためにこの仕事を選んだ
とおっしゃっていました。
特に夜間の営業は景気やム
ードによる変動が激しいの
が悩みですが、今後は店舗
スタッフの福利厚生のさら
なる充実を目指しています。
　奥様とお二人のお子さま
の父親であり、唯一？の自
分の時間である日曜の午前
は、モトクロスのバイクに
またがり近場の山野をまわ
ってリフレッシュされてい
るそうです。
（中村祐一編集委員）

�������

「あくまで『自分らしく』」

　　㈱ＢＵＮ

　　　　松本市中央

 　　　　　　　代表取締役　�������
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―12月例会のご案内―

研修会『～社内で活用！世代間ギャップを　
なくす～コミュニケーション体感セミナー』

　女性部では昨年に引き続き小学生を対象とした租税
教育活動の一環として「税に関する絵はがきコンクー
ル」活動を実施してお
ります。
　本年度も１１月７日に
松本市立明善小学校で
開催された租税教室
（講師：松本税務署広
報広聴官）に作田女性
部長が同行し子ども達
にコンクールへの参加を呼びかけました。
　この活動は租税教室などを通じて子ども達に“税の
大切さ”や“税の果たす役割”について学んでもらい、そ
の知識や感想を絵はがきにすることで、税に対する理
解をより深めてもらうことを目的としております。
　授業を通じて“税金の役割と大切さ”について学ん
だ子ども達が、どんな作品を描いてくれるのか今から
とても楽しみです。

「税に関する絵はがきコンクール」
活動を実施中

小学生に呼びかける作田女性部長

　今年最後の例会となる12月例会は「～社内で活用！
世代間ギャップをなくす～コミュニケーション体感セ
ミナー」と云うテーマで研修会を開催いたします。
　業種を問わずどのような企業でも大変重要な問題と
なります社内間コミュニケーションについての体験型
セミナーを、当会青年部メンバーでもございます社会
保険労務士法人アンカー代表の特定社会保険労務士山
本亨氏を講師にお招きし分かりやすくお話しいただき
ます。
　また、研修会終了後には懇親会を開催いたしますの
でご興味ございます方はお気軽にお問い合せ下さい。
大勢のご参加お待ちしております。
　

　内　容　　研修会『～社内で活用！世代間ギャップを
　　　　　なくす～コミュニケーション体感セミナー』

　講　師　　山本　　亨　氏
　　　　　　　（社会保険労務士法人アンカー代表）

　日　時　　　12月16日（火）　午後７時開始

　会　場　　中信会館「エマーブルホール」中ホール　

　会　費　　4,500円（懇親会費として）

　申　込　　事務局(35－8080)まで

　
�������	
����

　11月21日、秋田県秋田
市を舞台に第28回全国青
年の集いが開催されまし
た。当会からは大月青年
部長はじめ11名が参加し
ました。
　大会では全国の法人会
青年部が行う租税教育に
関する発表、開催地出身

で読売新聞特別編集
委員の橋本五郎氏に
よる講演会等が開催
されました。次回開
催地は茨城県です。

���������

�������	
��������� 
　11月４日に青年部特別
例会として雇用トラブル
対策セミナー『すぐに役
立つ雇用対策のポイン
ト』～中小企業の労務管
理から見る経営力の強化
～を松本東急インにて開
催いたしました。
　講師には東京都国分寺市にて安中社会保険労務士事
務所を開設されている特定社会保険労務士の安中繁さ
んをお招きし、企業経営における具体的な雇用トラブ
ルについて実例を挙げていただきながら分かりやすく
解説いただきました。現在は問題となっていなくても、
いざという時のために、今から準備をしておくことの
重要さについて語っていただきました。
　なお、今回のセミナーは当会の福利厚生制度を担当
いただいておりますAIU損害保険株式会社が当会会員
企業の皆様に提供しております公益共済セミナーの一
環として開催され、青年部員のみならず大勢の方々に
ご参加いただきました。

� �����������������

講師の安中さん
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福利厚生のページ
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詳しくは事務局までお問い合わせ下さい

12月の予定
４日正副会長・正副委員長・部長会議　９日役員
会、部会事務局連絡調整会議　11日青年部正副部
長会議　16日青年部12月例会　19日決算説明会

決算説明会（法人税・消費税の説明会/11月決算法人対象）
12月19日�　午後２時より 大同生命松本ビル１階　会議室

　半年ごとに実施し、ご好評をいただいている健康診断です。検査時間が約１時間程度と、お仕事へ
の負担を最小限にできます。
　基本的な検査項目を網羅した基本コース（17，000円）、「超音波(エコー )検査」「腫瘍マーカー検査」
を加えたドック健診（27，000円)の２コースがあります。またオプション検査として、肝炎ウィルス検
査、前立腺腫瘍マーカー検査(PSA)、骨粗鬆症検査、乳房エコー検査、睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査
も受診できます。
　詳しくは順次会員の皆様に郵送いたします「ご案内・申込書」にてご確認下さい。
　
　日　程　：平成��年�月�日(月)～�日(金)の計５日間
　場　所　：松本市公設地方卸売市場管理棟　２Ｆ会議室
　費　用　：Ａコース(基本コース)　１７，０００円
　　　　　Ｂコース(ドック健診)　２７，０００円
　お申込　：会員の皆様に順次お送りいたします「ご案内･申込書」に必要事項を記入いただき、 FAX

にてお申込下さい。
　備　考　：「ご案内・申込書」は郵送にて会員の皆様に順次お送りいたします。
　
○法人会 生活習慣病健診の特徴○
　・申込手続きが簡単です
　　→郵送された申込書を法人会にFAXするだけ
　・割安な費用と充実した健診内容
　・健診所要時間が短時間(約１時間程度)
　・基本コースとドック健診〔腫瘍マーカー検査・超音波（エコー）検査を追加〕の２コースから選択
　・検査結果は３週間以内に通知

　平成27年度の事業について６委員会と青年部･
女性部の相互確認を図るための会議です。関係者
には個別に通知をお届けいたします。

○日　時　平成27年１月16日（金）　16：00～19：20
　　　　　16:00～　合同委員会　※個別委員会は開
　　　　　　　　　　　　　　　催しません
　　　　　17:20～　賀詞交換会　※会費3，000円

○会　場　松本東急イン「クリスタルルーム」

○内　容　平成27年度事業計画（案）の相互確認等

�������	
�������������

�������	
��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																					




















����������������������������������������������������������������������	
���������������������������������

�������	
�



平成26年12月１日発行 第　479　号ま つ も と ほ う じ ん

－　12　－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ン
ク
企
業
募
集
！　

く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で �

�
�������

　

毎
年
こ
の
時
期
に
な

る
と
「
こ
の
一
年
を
振

り
返
る
」
イ
ベ
ン
ト
が
続
き
ま
す
が
、
有
名
な
も

の
と
し
て「
流
行
語
大
賞
」、「
今
年
の
漢
字
」、「
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
」
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も　
20

年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
等
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
す
っ
か
り
定
着
し
た

感
が
あ
り
ま
す
。
歴
代
の
受
賞
内
容
を
調
べ
て
み

る
と
、
や
は
り
、
一
語
・
一
文
字
・
一
句
で
一
年

を
「
総
括
」
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
、
そ
し
て
２

年
も
経
つ
と
受
賞
作
品
に
込
め
ら
れ
た
当
時
の
世

相
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

そ
の
中
で
私
自
身
の
印
象
に
残
る
も
の
と
し
て
は

「
新
人
類
（
１
９
８
６
年
）」（
自
分
が
ま
さ
に
そ

の
世
代
で
あ
る
た
め
）、「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
（
１

９
８
８
年
）」（
当
時
、
歴
史
が
変
わ
る
瞬
間
に
立

ち
会
っ
て
い
る
の
だ
と
実
感
し
た
た
め
）、「
偽

（
２
０
０
７
年
）」（
当
時
の
食
品
偽
装
・
年
金
記

録
問
題
が
選
定
理
由
で
す
が
今
年
も
選
ば
れ
る
か

も
）、「
絆
（
２
０
１
１
年
）」（
災
、
震
、
毒
、
偽

な
ど
よ
り
は
こ
う
い
う
漢
字
が
選
ば
れ
て
ほ
し

い
）
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。

　

今
年
の
流
行
語
大
賞
は　

月
１
日
に
、
今
年
の
漢

12

字
は　

月　

日
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
は
来
年
の

12

12

５
月
下
旬
に
ベ
ス
ト　

が
10

発
表
さ
れ
ま
す
。（
中
村
）

（
本
号
編
集
委
員：

　

浅
川
琢
夫
、

　

中
村
祐
一
）

◯注 “まつもとほうじん”の誌
代は、会員については年会費
の中に含まれております。　
個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修
会・諸会議の開催通知、機関紙等の送付並びに福
利厚生制度のご案内など、本会の事業活動のため
に利用し、それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正
等のお問い合わせは下記窓口までお願いいたし
ます。

一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
　

発　行　所
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080
FAX（0263）36‐0839
編集人　 塚 田 哲 夫
（毎月1回１日発行）
（定価 １部50円）

印刷所　信州印刷株式会社
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第９回松本検定
受験者募集！
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　松本検定は、松本市に関わる歴史や文
化、自然環境や観光名所などの総合的・専
門的な知識を学び、松本市を訪れるお客さまに地域の情報
や魅力をお伝えできる「松本ファン」づくりをめざすもの
です。個人でも、クラスや事業所単位での団体受験もでき
ます。あなたも「松本マイスター」を目指してみませんか？
実 施 日：平成27年３月15日�、３月16日�※３月16日

�は基本コースのみ
申込期間：平成26年12月22日�～平成27年２月13日�
問 合 先：松本検定実行委員会事務局（松本市観光温泉

課内）TEL0263-34-8307（中村祐一編集委員）


